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   （仮称）静岡市議会基本条例の章構成（案）について 

（前文） 

   第１章 総則 

（例示）目的、基本理念など 

 

 

   第２章 議会及び議員に関する規定 

（例示）議会の活動方針（原則）、議員の活動方針（原則）、政治倫理、議長及び副議長、会派

など 

 

   第３章 市民と議会に関する規定 

（例示）市民との関係、公報の充実、情報公開、参考人・公聴会制度活用、請願・陳情者から

の意見聴取、議会報告会など 

 

   第４章 市長等と議会に関する規定 

（例示）市長等との関係、議会への説明、議決事件拡大、反問権（確認の機会）付与など 

 

 

   第５章 議会運営に関する規定 

（例示）議会運営、委員会、議員間討議、質疑応答（一問一答方式実施）など 

 

 

   第６章 議会体制（整備・強化）に関する規定 

（例示）議会の機能強化、政策立案、議員研修会、議会改革（検討会等設置）、学識経験者等の

活用、議会事務局、議会図書室など 

 

   第７章 雑則 

（例示）他の条例等との関係、条例の見直しなど 

 

 

   附 則 
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